
文

書

目

録



例

本
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
種
子
島
家
譜
」
中
の
文
書
を
、
底
本
の
配
列
に
従
い
、
通
し
番
号
を
付
し
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
書
は
、
番
号
の
ほ
か
、
年
月
日
、
文
書
名
を
記
載
し
た
。

底
本
に
あ
る
補
筆
の
年
紀
に
つ
い
て
は
、
『
a

L

又
は
『

』
を
付
し
、
編
者
の
注
に
は
ハ

〉
を
付
し
た
。
修
正
し
た
箇
所
に
は

n 

〕
を
付
し
た
。

月
の
異
称
は
数
字
に
改
め
た
が
、
正
月
、
朔
日
、
晦
日
な
ど
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。



番

号

種
子
島
家
譜

一

観

応

二

年

二

文

和

二

年

三四九八七'六五

応
永
十
五
年

応
永
十
五
年

永

享

八

年

永

享

八

年

永

享

八

年

長

享

三

年

長

享

三

年

長

享

三

年

一O一一一二一三

種
子
島
家
譜
二

一

四

明

応

六

年

一

五

明

応

六

年

一

六

明

応

六

年

一

七

永

正

三

年

一

八

永

正

八

年

一

九

永

正

九

年 年

月

日

文

名

書

四
月
廿
二
日
畠
山
修
理
亮
臨
書
下

八
月
廿
三
日
足
利
義
詮
御
教
書

十
一
月
十
九
日
今
川
了
俊
書
状

七
月
十
二
日
今
川
満
範
書
状

十
月
八
日
島
津
玄
仲
畑
宛
行
状

十
月
八
日
島
津
玄
仲
ば
契
状

八
月
七
日
島
津
好
久
矧
契
状

八
月
十
日
島
津
好
久
畑
宛
行
状

八
月
十
日
島
津
好
久
畑
宛
行
状

正
月
十
一
日
日
述
請
取
状

正
月
十
一
日
日
述
請
取
状

正
月
十
一
日
日
述
請
取
状

八
月
二
日
日
増
請
取
状

三
月
十
六
日

三
月

四
月
十
八
日

十

月

吉

日

十
二
月
廿
九
日

三
月
廿
七
日

本 島田飛飛蔵
田津上鳥島人
兼忠名井井藤
親治注宗宗原
外宛進世世冬
三 行日康雅康雅光
名状記歌恒奉
遷 ・孜口
署 鞠蹴宣
坪 伝鞠粟
付 授図

状

番

号
二

O
二一二一一

二
三

二
四

二
五

一一六
二
七

二
八

二
九

種
子
島
家
譜
三

三
O

天

文

十

年

三一三
二
(
弘
治

一一一三
三
四

三
五

三
六

三
七=4

‘、
-ニ，ノ

三
九

永
正

正
徳
十
六
年

天
文
十
八
年

弘
治

天永
正禄

年

月

十
年

四
月
廿
九
日

四
月
廿
九
日

三
月
吉
田

六
月
十
五
日

六
月
十
五
日

十
一
月
十
六
日

十

月

八

日

三
月
廿
日

六
月
廿
八
日

六
月
廿
七
日

四
月
七
日

三
月
五
日

二
年
)
十
二
月
十
三
日

十
月
廿
一
日

十
月
廿
四
日

二
月
十
七
日

三
月
十
三
日

四
月
十
三
日

十

月

七

日

十
二
月
廿
四
日

四
年

二五
年年

日

文

名

書

桑
波
田
景
元
外
五
名
連
署
書
状

本
田
兼
親
外
六
名
連
署
坪
付

臥
蛇
島
上
納
日
記

三
司
官
書
状

三
司
官
書
状

細
川
高
図
書
状

種
子
島
市
蒔
寄
進
状

大
友
義
鎮
書
状

進
藤
長
治
書
状

近
衛
植
家
書
状

種種近近蔵日近琉近蔵
子子衛衛人承衛球衛人
島島晴晴頭書晴国植藤
時時嗣 嗣藤状嗣 家原
発売え前久前原 九割山書晴
置書膏菅頼 曹玉 秀
文状状状房 状朱 奉

奉印口
口 状宣

裏 案
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四四四四四
四三二一 0

天
正

五
年

一
一
月
吉
田

三
月
廿
日

三
月
五
日

四
月
十
五
日

八
月
六
日

十
月
廿
八
日

九
月

七
月
十
五
日

八
月
十
七
日

四
月
十
五
日

六
月
五
日

六
月
六
日

二
月
廿
五
日

九
日

九
月

正
月
十
一
日

持
入
摂
津
守
縛
外
四
名
連
署
坪

大
友
義
鎮
書
状

近
衛
植
家
書
状

大
友
義
鎮
書
状

大
友
義
鎮
書
状

大
友
義
鎮
書
状

九
日

島
津
義
久
証
状

島
津
義
久
書
状

飛
鳥
井
雅
一
継
鵬
蹴
鞠
伝
授
状

飛
鳥
井
雅
継
鵬
蹴
鞠
伝
授
状

飛
鳥
井
雅
継
鵬
蹴
鞠
伝
授
状

飛
鳥
井
雅
一
継
町
一
蹴
鞠
伝
授
之
図

飛
鳥
井
雅
庸
蹴
鞠
伝
授
状

飛
鳥
井
雅
庸
蹴
鞠
伝
授
状

種
子
島
久
時
起
請
文
前
書

島
津
義
弘
起
請
文

島
津
義
弘
書
状

鳥
津
義
弘
薬
方
伝
授
状

島
津
義
弘
薬
方
伝
授
状

種
子
島
久
時
起
請
文
前
書

鉄
抱
記
写

種
子
島
久
時
寄
進
状

六
二
〈
慶
長
十
四
年
)
六
月
三
日

六

三

慶

長

十

四

年

六

月

十

日

六
四
慶
長
十
四
年
十
二
月
廿
三
日

六
五
慶
長
十
六
年
三
月
廿
七
日

六
六
慶
長
十
六
年
四
月
十
九
日

六

七

慶

長

十

六

年

八

月

三

日

六

八

二

月

廿

三

日

六

九

六

月

六

日

七
O

四
月
廿
四
日

七

一

十

二

月

十

日

種
子
島
家
譜
五

七

二

元

和

四

年

六

月

十

四

日

七
三
(
元
和
九
年
)
十
一
月
七
日

七
四
ハ
元
和
九
年
〉
十
一
月
十
四
日

※ 

七
五

七
六

七
七
ハ
寛
永

七
八
寛
永

七
九
(
寛
永

八

O
(寛
永

八
一
(
寛
永

八
二
〈
寛
永

八
三
(
寛
永

四
五

種
子
島
家
譜
四

四

六

天

正

八

年

十

月

五

日

四
七
(
天
正
十
五
年
)
十
月
廿
一
日

四
八
(
天
正
十
七
年
)
十
一
月
廿
二
日

四
九
ハ
天
正
十
七
年
)
十
一
月
廿
二
目

玉
O
(天
正
十
七
年
)
十
一
月
廿
二
日

五
一
天
正
十
七
年
十
一
月
廿
二
日

五

二

九

月

九

日

五
三

五

回

文

禄

二

年

五

五

文

禄

三

年

五
六
(
慶
長
四
年
)

五

七

慶

長

八

年

五

八

慶

長

八

年

五

九

慶

長

十

年

六
O

慶
長
十
一
年

六
一
慶
長
十
四
年

元
和

十
年

四
月

二
月
二
日

九

年

)

七

月

廿

日

九

年

八

月

五

日

九
年
)
十
二
月
七
日

十
年
)
二
月
十
一
日

十
年
〉
二
月
十
五
日

十
年
〉
五
月
十
七
日

十
年
〉
六
月
十
一
日

伊
勢
貞
昌
書
状

種
子
島
久
時
寄
進
状

種
子
島
久
時
願
文

種
子
島
久
時
書
状

島
津
義
広
薬
方
伝
授
状

種
子
島
久
時
置
文

千
宗
易
側
害
状

島
津
義
久
書
状

大
友
義
鎮
書
状

島
津
義
弘
薬
方
伝
授
状
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八
四

八
五
ハ
寛
永
十
年
)

八
六
〈
寛
永
九
年
)

八
七
(
寛
永
十
一
年
)

八
八
(
寛
永
十
一
年
〉

八
九

九
O

寛
永
十
一
年
十
二
月
吉
日

九
一
ハ
寛
永
十
二
年
〉
一
一
月
廿
二
日

九
二
ハ
寛
永
十
三
年
)
三
月
十
日

九
三
(
寛
永
十
四
年
)
七
月
廿
一
日

九
四
〈
寛
永
十
六
年
〉
四
月
廿
八
日

九
五
(
寛
永
十
六
年
)
六
月
廿
二
日

九
六
ハ
寛
永
十
八
年
)
五
月
十
四
日

九
七
(
寛
永
十
八
年
)
五
月
十
五
日

九
八
ハ
寛
永
十
九
年
〉
正
月
廿
五
日

九
九
(
寛
永
十
九
年
)
十
二
月
四
日

種

子

島

家

譜

六

一
O
O
(寛
永
廿
年
〉

一
O
一
(
寛
永

一O
二

一
O
三
(
寛
永

一
O
四
ハ
寛
永

一
O
五
〈
正
保

廿
年
)

廿
年
〉

廿
年
)

四
年
)

六
月
十
三
日

九
月
廿
七
日

九
月
廿
七
日

正
月
十
三
日

正
月
十
五
日

正
月
十
九
日

九
月
十
一
日

九
月
十
一
日

九
月
十
四
日

九
月
廿
日

六
月
廿
六
日

伊
勢
貞
昌
書
状

島
津
久
元
書
状

楠
津
久
元
・
伊
勢
貞
昌
連
署
書

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

種
子
島
忠
時
起
請
文
前
書

種
子
島
忠
時
起
請
文
前
書

島
津
光
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
久
慶
外
三
名
連
署
書
状

川
上
久
国
外
三
名
連
署
書
状

酒
井
忠
勝
書
状

阿
部
忠
秋
・
阿
部
重
次
連
署
書

久
志
本
式
部
一
言
状

島
津
久
通
外
二
名
連
署
書
状

四
一
津
久
元
・
山
固
有
栄
連
署
書

棚
部
忠
秋
-
阿
部
重
次
連
署
書

安
藤
重
長
書
状

酒
井
豊
後
守
書
状

高
木
正
次
書
状

嶋
津
久
通
・
新
納
久
詮
連
署
書

一
O
六

〈

承

応

正

月

廿

一

日

一
O
七

(

寛

永

四

月

廿

七

日

一
O
八

二

月

廿

八

日

一
O
九

正

月

五

日

二

O
(寛
永
十
二
年
〉
正
月
六
日

一
一
一
(
寛
永
十
二
年
〉
六
月
廿
日

一
一
一
一
(
寛
永
十
三
年
)
コ
一
月
廿
九
日

一
一
三
〈
寛
永
十
二
年
〉
九
月
二
日

二
四
〈
寛
永
十
三
年
)
九
月
八
日

一
一
五
〈
寛
永
十
四
年
)
十
一
月
一
日

一
一
六
〈
寛
永
廿
一
年
)
三
月
十
二
日

一

一

七

正

月

十

五

日

一

一

八

正

月

五

日

一

一

九

正

月

六

日

一二

O

種

子

島

家

譜

七

一
一
一
一
(
寛
永
六
年
〉
十
一
月
三
日

一

二

二

六

月

廿

六

日

一
二
三
〈
寛
永
十
二
年
)
正
月
七
日

一
二
四
(
寛
永
十
二
年
〉
二
月
十
六
日

一
二
五
(
寛
永
十
一
年
)
六
月
廿
日

一
二
六

一
二
七
ハ
寛
永
十
一
年
〉

元
年
〉

二
年
)

九
月

島
津
久
通
外
三
名
連
署
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
光
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
久
平
畑
室
義

島
津
光
久
書
状

島
津
光
久
書
状

島
津
光
久
書
状

伊
勢
貞
昌
書
状

六
日

伊
勢
貞
昌
書
状

伊
勢
貞
昌
書
状

島
津
久
慶
外
二
名
連
署
書
状

伊
勢
貞
昌
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状
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一
二
八
(
寛
永
十
一
年
〉

一一一九

一三

O

一
三
一

一一一一一一

一
三
一
一
一
(
寛
永
十
一
年
)

一
三
四

一
三
五

一三一六

二
ニ
七

一
三
八

一
三
九
ハ
寛
永
十
一
年
〉

一四
O

一
四
一

一
四
二

一
四
三

一
四
四

一
四
五

一
四
六
(
寛
永
十
三
年
〉

一
四
七

一
四
八

一
四
九

一五

O

八
月
廿
四
日

十
二
日

四
月
十
六
日

四
日

六
月
七
日

十
五
日

十
二
日

廿
八
日

六
月
十
六
日

廿
一
日

五
月
七
日

十
七
日

十
六
日

十
日

十
三
日

十
五
日

三
月
一
日

十
日

三
月
廿
九
日

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

九
月

十
六
日一日

一
五
一

一
五
二
(
寛
永
十
二
年
〉

一
五
三

一
五
四
ハ
寛
永
十
三
年
)
三
月

一
五
五
(
寛
永
十
一
年
〉
十
二
月

一
五
六

種
子
島
家
譜
八

一
五
七
ハ
慶
安
五
年

一
五
八
(
承
応
元
年
)

一
五
九
(
承
応
元
年
〉

一六

O
(承
応
元
年
〉

二
ハ
一
ハ
承
応
元
年
〉

一
六
二
(
承
応
元
年
〉

一
六
三
(
承
応
三
年
〉

一
六
回
承
応
三
年

一
六
五
万
治
三
年

一
六
六
(
寛
文
二
年
〉

一
六
七
(
寛
文
二
年
〉

一
六
八
(
寛
文

一
六
九
寛
文

一七
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